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１  策定の背景および目的

第１章 基本的事項

  安 全 で 安 定 的 な 水 道 水 の 供 給 は 生 活 や 事 業 活 動 に 不 可 欠 な 
要 素 で あ り 、 水 道 は 、 市 民 生 活 に 最 も 身 近 な 社 会 基 盤 と い え 
ます。 水道 事 業 を 取り 巻 く 環 境は 、 急 速 な人 口 減 少 に伴 う 給 水
人口 や給 水収 益 の減 少、 老朽 化 した 施設 や管 路 の更 新へ の 対応 、
東 日 本 大 震 災 を は じ め と する 災 害 に 対 する 危 機 管 理 対 策 な ど、
大き く 変 化 して い ま す。

こう した 中、 将来 に わた り 水道 サ ービ ス を持 続 可能 なも の と
する た め には 、 中 長 期の 経 営 見 通し に 基 づ く経 営 基 盤 の強 化 を
進め る 必 要 があ り ま す。 平 成 ３ ０（ ２ ０ １ ８） 年 １ ２ 月に 成 立
した 改正 水 道法 で は、 都 道府 県 が自 治 体の 域を 越 えた 広 域的 な
水道 事業 の 連携 の 推進 役 とし て 位置 付 けら れ、 茨 城県 に おい て
も令 和４ （ ２０ ２ ２） 年 から 水 道事 業 の広 域連 携 の検 討 が開 始
さ れ ま し た 。 古 河 市 で は 、 令 和 ４ （ ２ ０ ２ ２ ） 年 に 策 定 し た
「新 古河 市 水道 ビ ジョ ン 」に お いて 、 経営 基盤 強 化の 取 組み の
一 つ と し て 、 茨 城 県 が 進 め る 広 域 連 携 の 取 組 み に 参 加 し 、  
積 極 的 に 検 討 を 推 進 す る こ と と し ま し た 。 そ の 後 、 茨 城 県 が 
設置 した 「水 道 事業 に係 る広 域 連携 検討 ・調 整 会議 」に 参 加し 、
経営 統 合 に 関 する 検 討 と 調 整 を 重 ね て き ま し た。 今 般 策 定 する
古 河 市 水 道 事 業 広 域 連 携 基 本 方 針 は 、 広 域 連 携 の 検 討 結 果 を 
踏ま え 、 広 域 連 携 に 対 する 古 河 市 の 方針 に つ い て 明 ら か に する
もの で す。

２

２  計画期間
 計画期間は、令和６（２０２４）年度から令和１１（２０２９）
年 度 ま で の ５ 年 間 と し ま す。 な お 、 広 域 連 携 の 進 捗 に よ り 見 直 し 
が必要となる場合は改定を行います。

３  協議体制
 古河 市で は 、令 和 ５（ ２ ０２ ３ ）年 １ ０月 に茨 城 県が 設 置し
た「 水道 事 業に 係 る広 域 連携 検 討・ 調 整会 議」 に 参加 し 、市 域
を越 えた 経 営統 合 に係 る 検討 ・ 調整 や シミ ュレ ー ショ ン を行 い
まし た。



４  古河市水道事業の概況

３

  古 河 市 で は 、 合 併 前 の 旧 古 河 市 水 道 事 業 で 昭 和 ３ ７    
（ １ ９ ６ ２ ） 年 に 給 水 が 開 始 さ れ 、 続 い て 昭 和 ４ ９       
（１ ９７ ４ ）年 に 旧総 和 町水 道 事業 、 昭和 ５３ （ １９ ７ ８） 年
に旧 三 和 町水 道 事 業で そ れ ぞれ 給 水 が開 始 さ れま し た 。   
そ の 後 、 平 成 １ ７ （ ２ ０ ０ ５ ） 年 の ３ 市 町 合 併 に 伴 い 、   
平成 ２１ （ ２０ ０ ９） 年 に旧 市 町の 水 道事 業を 統 合し ま した 。
古河 市水 道 事業 は 、令 和 ６（ ２ ０２ ４ ）年 現在 で 給水 開 始か ら
６ ２ 年 が 経 過 し て い ま す 。

（１）沿革

  古 河 市 で は 、 水 源 ごと に ２ つ の 区 域 に 給 水 し て い ま す。 思 川
を水 源 と する 思 川 浄 水場 か ら は 、旧 古 河 地 区・ 旧 総 和 地区 ・ 野
木町 の 一 部 に 給 水 し て い ま す。 地 下 水 を 水 源 とする 三 和 浄 水 場
から は 、 旧 三和 地 区 に 給水 し て い ます。

（２）給水区域



４

  思川 浄水 場 系で は 、旧 古 河地 区 ・旧 総 和地 区・ 野 木町 の 一部
に係 る水 源 とし て 、思 川 表流 水 ・第 ２～ 第４ 取 水井 ・ 茨城 県 水
受 水 に よ り 取 水 を 行 っ て い ま す 。 こ の う ち 、 思 川 表 流 水 に  
つ い て は 、 思 川 開 発 事 業 （ 南 摩 ダム 建 設 ） へ の 参 画 を 条 件 に 、
暫定 水 利 権 に よ る 取 水 許 可 とな って い ま す。ま た 、 古 河 浄 水 場
井戸 によ る 地下 水 の取 水 につ い ては 、 「茨 城県 地 下水 の 採取 の
適 正 化 に 関 す る 条 例 」 に 基 づ き 、 将 来 、 水 源 を 思 川 表 流 水 に 
転換 する こ と を 条 件 に 許 可 さ れ て い ま す。

（３）水源の状況

水源 施設名 許可水量 備 考
思川 表流水 思川浄水場 40,176㎥/日 暫定水利権による取水

地下水 第２取水井 891㎥/日 古河浄水場施設
地下水 第３取水井 1,783㎥/日 古河浄水場施設
地下水 第４取水井 1,486㎥/日 古河浄水場施設
受水 駒羽根配水場 600㎥/日 茨城県水（霞ヶ浦用水）

44,936㎥/日許可水量 計

ア 思川浄水場系

  独立 行 政法 人 水資 源 機構 が 主体 と な って 実施 し て いる も ので 、
栃 木 県 内 を 流 れ る 思 川 支 流 南 摩 川 に 南 摩 ダ ム を 建 設 し 、   
思 川 支 流 黒 川 及 び 大 芦 川 を 導 水 路 で 連 絡 し 水 融 通 を 図 り 、  
新規 都 市 用 水の 開 発 等 を行 う も の です。

現在 の古 河 市は 、 思川 開 発事 業 への 参 画を 条件 に 暫定 水 利権
を 取 得 し 、 思 川 浄 水 場 に お い て 思 川 か ら 取 水 し て い ま す が 、 
事 業 完 了 後 は 安 定 水 利 権 を 取 得 し 、 許 可 水 量 は 現 在 の    
４ ０ ， １ ７ ６ ㎥ / 日 か ら ５ ０ ， ６ ３ ０ ㎥ / 日 に 増 量 する 見 込 み と
な っ て い ま す 。 こ れ に よ り 、 水 源 の 安 定 性 を 確 保 す る ほ か 、 
旧三 和地 区 の水 源 を地 下 水か ら 思川 表 流水 へ転 換 を図 る こと と
して い ま す。

※思川開発事業（南摩ダム建設）について



５

  三 和 浄 水 場 系 で は 、 旧 三 和 地 区 に 係 る 水 源 と し て 、 １ 号 ～ 
８ 号 取 水 井 ・ 茨 城 県 水 受 水 に よ り 取 水 を 行 っ て い ま す 。    
この うち 、 地下 水の 取 水に つ いて は 、「 茨 城県 地 下水 の採 取 の
適 正 化 に 関 す る 条 例 」 に 基 づ き 、 将 来 、 水 源 を 思 川 表 流 水 に 
転換 する こ と を 条 件 に 許 可 さ れ て い ま す。  

水源 施設名 許可水量 備 考
地下水 １号取水井 920㎥/日 三和浄水場施設
地下水 ２号取水井 1,520㎥/日 三和浄水場施設
地下水 ３号取水井 910㎥/日 三和浄水場施設
地下水 ４号取水井 1,600㎥/日 三和浄水場施設
地下水 ５号取水井 1,600㎥/日 三和浄水場施設
地下水 ６号取水井 1,600㎥/日 三和浄水場施設
地下水 ７号取水井 1,600㎥/日 三和浄水場施設
地下水 ８号取水井 1,600㎥/日 三和浄水場施設
受水 三和浄水場 2,000㎥/日 茨城県水（霞ヶ浦用水）

13,350㎥/日許可水量 計

イ 三和浄水場系

  茨城 県 で は、 地 盤 沈下 等 の 地下 水 障 害 が見 ら れ るよ う に なっ
たこ と か ら 、「 茨 城 県 地下 水 の 採 取の 適 正 化 に関 する 条例 」 が
施行 され 、 古河 市 は本 条 例に よ る規 制 地域 に指 定 され ま した 。
こ れ に よ り 、 水 道 用 水 の 地 下 水 汲 み 上 げは 、 将 来 、 表 流 水 に 
転 換 す る こ と を 条 件 に 許 可 さ れ て お り 、 思 川 開 発 事 業 完 了 に 
伴う 安定 水 利権 取 得後 に 、水 源 を地 下 水か ら思 川 表流 水 に転 換
する こ と と さ れ て い ま す。

※地下水採取の規制について



６

 思 川浄 水場 は 、旧 古 河市 、 旧総 和 町及 び 栃木 県野 木 町と の 共
有施 設と して 、 昭和 ４９ （１ ９ ７４ ）年 に給 水 を開 始し ま した 。
古河 市の 核 とな る 浄水 場 であ り 、総 給 水量 の約 ７ ０％ を 占め て
いま す。 思川 左 岸 で 取水 し 、 沈 砂池 を 経 て 取水 ポ ン プ で浄 水 場
に導 水さ れ た原 水 に着 水 井で 粉 末活 性 炭を 注入 し 、急 速 混和 池
で凝 集 剤 と し て Ｐ ＡＣ （ ポ リ 塩 化 アル ミ ニ ウム ） を 注入 、 前 塩
素処 理さ れ た後 に 凝集 沈 殿、 中 塩素 処 理、 急速 ろ 過池 で 浄水 を 
行い ま す。浄 水 は 配 水 池 に 貯え た 後 、 配 水 ポ ンプ で 給 水 し ま す。

（４）水道施設

ア 思川浄水場

配水池

取水口 沈砂池 流量調節
装置

着水井
急速混和池

フロック形成池
薬品沈殿池急速ろ過池給水

粉末活性炭 ＰＡＣ

次亜塩素酸
ナトリウム

浄水フロー

前塩素

中塩素後塩素

急速ろ過池



７

  古 河 浄 水 場 は 、 旧 古 河 市 水 道 事 業 の 施 設 と し て 、 昭 和 ３ ７
（１ ９６ ２ ）年 に 給水 を 開始 し まし た 。現在 は老 朽 化に よ り、
機 能 維 持 の た め 稼 働 し て い る 状 況 で す 。 水 源 は 地 下 水 で 、  
深井 戸３ 井よ り 取水 した 原水 は 、着 水井 にて 前 塩素 処理 を 行い 、
急速 ろ 過 池 で鉄 及 び マ ンガ ン 処 理 を行 い ま す。 浄 水 は 配水 池 に
貯え 、 配 水 ポン プ で 給 水し ま す。

イ 古河浄水場

深井戸 着水井 急速ろ過池

次亜塩素酸ナトリウム

浄水フロー

給水配水池

ろ過池



８

 駒 羽根 配水 場 は、 旧総 和町 水 道事 業の 簡易 水 道浄 水場 と して 、 
昭和 ４９ （ １９ ７ ４） 年 に給 水 を開 始 しま した 。現 在は 配 水場
と し て 稼 働 し て お り 、 茨 城 県 企 業 局 県 南 西 広 域 水 道 用 水 供 給    
事業 から 原 水を 受 水し 、 後塩 素 処理 を 行い 配水 池 に貯 え 、配 水
ポン プ で 給 水し ま す。

ウ 駒羽根配水場

県南西広域水道用水

次亜塩素酸ナトリウム

浄水フロー

給水配水池

配水池



９

  三 和 浄 水 場 は 、 旧 三 和 町 水 道 事 業 の 施 設 と し て 、 昭 和 ５ ３
（ １ ９ ７ ８ ） 年 に 給 水 を 開 始 し ま し た 。 現 在 は 、 古 河 市 の  
総給 水 量 の 約３ ０ ％ を 占め て い ま す。 水源 は 地 下 水及 び 茨 城 県
企 業 局 県 南 西 広 域 水 道 供 給 事 業 か ら の 受 水 で す 。 地 下 水 は 、 
深井 戸８ 井 より 取 水し 、 着水 井 にて 前 塩素 処理 を 行い 、 凝集 剤
とし て Ｐ Ａ Ｃ （ ポ リ塩 化 アル ミ ニ ウム ） を 注 入 し 、 急速 ろ 過 機
で 鉄 及 び マ ン ガ ン 処 理 を 行 い ま す 。 処 理 さ れ た 浄 水 は 県 南 西 
広域 水 道 供給 事 業 から の 受 水と 混 合 さ れ、 後 塩 素処 理 を 行った
後に 配 水 池 に貯 え 、 配 水ポ ン プ で 給水 し ま す。

エ 三和浄水場

配水池

配水池

深井戸 着水井 酸化槽 ろ過ポンプ井

急速ろ過機混合井給水

ＰＡＣ次亜塩素酸
ナトリウム

浄水フロー

後塩素

県南西広域水道用水

前塩素



１０

 令和５（２０２３）年度末の水道管路の総延長は約１，０１８
ｋ ｍ で 、 強 度 の 弱 い 石 綿 セ メ ン ト 管 及 び 硬 質 塩 化 ビ ニ ル 管 が  
３５％を占めています。約６０ｋｍ布設されていた石綿セメント
管 の 更 新 事 業 を 平 成 ２ ８ （ ２ ０ １ ６ ） 年 度 か ら 開 始 し 、 令 和 ５
（２０２３）年度末の残延長は ８．５ｋｍとなっています。

オ 水道管路

管種 ダクタイル
鋳鉄管

配水用
ポリエチ　　　
レン管

硬質塩化
ビニル管

石綿　　　　
セメント管 鋼管 ステンレス

管 鋳鉄管 その他 合　計

導水管 8,070 697 1,392 10,159

配水本管 12,099 11,041 28 37 23,205

配水支管 566,144 54,394 349,307 7,148 6,646 172 88 531 984,430

合　計 586,313 54,394 350,004 8,540 17,687 200 125 531 1,017,794

管種別延長

586,313
58%

54,394
5%

350,004
34%

8,540
1%

18,543
2%

ダクタイル鋳鉄管

配水用ポリエチレン管

硬質塩化ビニル管

石綿セメント管

その他
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（５）事業運営

 水 道 事 業 管 理 者 の 権 限 を 行 う 市 長 に 属 する 事務 を 遂 行 する た
め 、 上 下 水 道 部 水 道 課 を 設 置 し 、 事 業 を 運 営 し て い ま す 。  
水道 課は 、 経営 係 、業 務 係、 工 務係 、 維持 修繕 係 、施 設 管理 係
の ５ 係 で 構 成 さ れ 、 三 和 浄 水 場 を 事 業 所 と し て 古 河 市 職 員 が 
事務 に 従 事 して い ま す。 ま た 、 一部 の 業 務 は民 間 委 託 によ り 専
門技 術 の 確 保 と 人 件 費 の 削 減を 図 って い ま す。

ア 組織

施設等 委託内容 委託形態 委託年数

運転管理業務

設備等保全管理業務

水質分析補助業務

三和浄水場
駒羽根配水場

運転管理業務 業務委託 3年

料金徴収業務

給水装置に関する業務

漏水対応業務

思川浄水場
古河浄水場

包括委託 3年

その他 包括委託 5年

外部委託の状況 （令和3 （2021） 年度末）

古河市水道事業組織

上下水道部

水道課 下水道課

経営係 工務係 維持修繕係業務係 施設管理係

お客様センター
（委託）

思川浄水場
（運転等委託）

古河浄水場
（運転等委託）

三和浄水場
（運転等委託）

駒羽根配水場
（運転等委託）
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イ 水質検査体制

  古 河 市 水 道 事 業 で は 、 水 質 検 査 項 目 や 検 査 回 数 を 明 記 し た
「 水 質 検 査 計 画 」 を 毎 年 策 定 し 、 検 査 結 果 と 併 せ て 公 表 し て 
い ま す 。 水 質 検 査 地 点 は 水 道 水 の 水 源 と な る 原 水 と 、 原 水 を 
浄 水 処 理 し た 水 道 水 そ れ ぞ れ に つ い て 選 定 し ま す 。 原 水 に  
つい て は、 浄 水 場入 口 、深 井 戸 、表 流 水 上流 で 検査 を 行 いま す。
水道 水 は、 浄 水 場出 口 及び 給 水 栓水 （ 蛇 口） で 検査 を 行 いま す。

（１）検査地点

 色 や濁 り 等の 毎 日検 査 結果 を 水道 課 が確 認し 、 その 他 の検 査
は 思 川 浄 水 場 水 質 検 査 室 及 び 水 道 法 の 規 定 に 基 づ き 厚 生 労 働 
大臣 の 登 録 を受 け た 検 査機 関 に 委 託し て 行 い ます。約 １ １ ０ 種
ある 検 査 項 目の 検 査 方 法は 、 「 水 質基 準 に 関 する 省 令 の規 定 に
基づ き厚 生 労働 大 臣が 定 める 方 法」 及 び「 上水 試 験方 法 （日 本
水道 協 会 発 行 ） 」 等 に よ って 行 い ま す。                              

ま た 、 水 源 水 質 や 浄 水 過 程 に 異 常 等 が 発 生 し た 時 は 直 ち に 
臨 時 の 水 質 検 査 を 実 施 し ま す 。 そ の 際 は 、 水 源 、 浄 水 場 、  
給 水 栓 等 で 採 水 し 、 分 析 結 果 に お い て 安 全 が 確 認 さ れ る ま で 
行 い ま す 。

（２）検査方法

  水 道 法 の 規 定 に 基 づ く 、 一 般 細 菌 や 大 腸 菌 を は じ め と す る 
基準 項 目 ５ １ 項 目 のほ か 、 Ｐ Ｆ Ｏ Ｓ （ピー フ ォ ス ） やＰ Ｆ Ｏ Ａ
（ ピー フ ォ ア） な どの 法 令 の 定 め の な い 管 理 目 標 項 目 ３ ７ 項 目
につ い て も 、検 査 を 実 施し 検 査 結 果を 公 表 し てい ま す。     

ま た 、 思 川 表 流 水 に つ い て は 、 上 流 ６ 地 点 に お い て も １ ８ 
項 目 の 水 質 検 査 を 実 施 し て い ま す 。

（３）検査項目
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 水 道料 金 体系 は 、営 業 費用 及 び資 本 費用 と料 金 収入 が 等し く
な る よ う に 水 道 料 金 を 設 定 す る 総 括 原 価 方 式 に 基 づ き 、 基 本 
料 金 と 従 量 料 金 で 構 成 さ れ て い ま す 。 基 本 料 金 は 一 定 額 を   
メ ー タ ー 口 径 毎 に 区 分 し 、 固 定 費 用 の 一 部 と し て 回 収 し て  
いま す。 従 量 料 金 は 、 一 般 家 庭 を は じ め と する 小 口 利 用 者 へ の
配慮 を 目 的 に、 段 階 別 逓増 方 式 を 採用 し て い ます。

ウ 水道料金体系

１～１０㎥ １１～５０㎥ ５１～１００㎥ １０１㎥～

１３ｍｍ ５５０円

２０ｍｍ ６４０円

２５ｍｍ ７３０円

３０ｍｍ １，８２０円

４０ｍｍ ３，１１０円

５０ｍｍ ５，６２０円

７５ｍｍ １１，９００円

１００ｍｍ ２１，０５０円

従量料金
メーター口径

基本料金
（1ヵ月あたり）

７０円/㎥ １６０円/㎥ １７０円/㎥ １８０円/㎥

料金体系表

水道料金比較（口径20ｍｍ、20㎥使用した場合の1ヵ月あたり料金（税込み）茨城県内団体

古河市 3,234円/20㎥

※令和５（２０２３）年３月現在
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 給 水人 口 は、 水 道管 路 拡張 に 伴い 平 成２ ９（ ２ ０１ ７ ）年 の
約  １ ４ 万 人 を ピー ク と し 、 平 成３ ０ （ ２ ０ １ ８ ） 年以 降 減 少
に転 じ、 令 和５ （ ２０ ２ ３） 年 時点 で 約１ ３万 ７ 千人 ま で減 少
し て い ま す 。

給水 戸数 は 、核 家 族化 の 進行 等 によ り 毎年 度約 ５ ００ 件 程度
の増 加が 続 いて お り、 令 和５ （ ２０ ２ ３） 年時 点 で約 ６ 万３ 千
件 と な っ て い ま す 。

（６）経営状況

136,000

137,000

138,000

139,000

140,000 人

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
54,000 

56,000 

58,000 

60,000 

62,000 

64,000 戸給水人口及び給水戸数の推移

給水人口 給水戸数

  水 需 要 の 指 標 と な る 有 収 水 量 は 、 給 水 人 口 の 推 移 と 同 様 に 
平 成 ３ ０ （ ２ ０ １ ８ ） 年 以 降 減 少 に 転 じ て い ま す 。 そ の 後 、 
令和 ２ （ ２ ０ ２ ０ ） 年 の新 型 コロ ナ ウイル ス 感 染 症 流行 に よる
生活 様式 の 変化 に 伴い 増加 しま した が 、令 和 ４（ ２ ０２ ２ ）年
以 降 再 び 減 少 に 転 じ て い ま す 。

イ 水需要の状況

コロナ禍

ア 給水人口及び給水戸数
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 料 金収 入 は給 水 人口 の 推移 と 同様 に 、平 成３ ０ （２ ０ １８ ）
年以 降 減 少 に転 じ て い ます。 そ の後 、 令 和 ２（ ２ ０ ２ ０） 年 の
新 型 コ ロ ナ ウ イル ス 感 染 症 流 行 に よ る 水 需 要 増 加 に 伴 い 増 収 
し ま し た が 、 令 和 ４ （ ２ ０ ２ ２ ） 年 以 降 再 び 減 少 に 転 じ て  
いま す。

ウ 料金収入の状況

  損 益 は 、 毎 年 度 約 ４ 億 円 前 後 で 推 移 し て い ま す。 こ れ に 伴 い 内 部
留 保 資 金 は 増 加 傾 向 で あ り 、 令 和 ５ （ ２ ０ ２ ３ ） 年 度 末 に お い て   
資 金 残 高 は 約 ４ ３ 億 円 と な っ て い ま す 。

エ 損益及び内部留保資金の状況

0.0
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35.0
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45.0

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
繰越利益剰余金 補てん財源残高 減債積立金等 純利益

億円
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 企業債は、平成２６（２０１４）年から平成２７（２０１５）
年の発行額抑制などの取組みにより、減少傾向で推移しています。
令和５（２０２３）年時点で残高は約６０億円であり、１０年前
の平成２５（２０１３）年と比較し、約２０億円減少しています。

オ 企業債の状況
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40.0 

50.0 
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70.0 
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2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

残高 発行額

億円

  水 １ ㎥ あ た り の 給 水 原 価 は １ ５ １ ． ５ 円 で 、 管 理 運 営 費 が 
約５ ０ ％ 、 減価 償 却 費 が約 ４ ０ ％ を占 め て い ます。こ れ に 対 し
水１ ㎥あ た りの 水 道料 金 は１ ５ ９． ６ 円で 収支 差 額は ８ ．１ 円
であ り 、 料 金 が 原 価 を 上 回 って い ま す。

カ 給水原価及び供給単価の状況（令和５（２０２３）年度決算）



　 第２章　課題と取組みの方向性
           　 - 新古河市水道ビジョン‐
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１  新古河市水道ビジョン

第２章 課題と取組みの方向性

 古 河市 で は、 高 度経 済 成長 期 に整 備 した 水道 施 設の 老 朽化 が
進 み 、 施 設 更 新 や 耐 震 化 に 多 額 の 費 用 を 要 す る 一 方 で 、 人 口 
減 少 等 に よ る 水 需 要 の 減 少 か ら 、 水 道 を 取 り 巻 く 環 境 は よ り 
一層 厳 し く なる こ と が 予測 さ れ ま す。 こ う した 中 、 住 民生 活 や
経 済 活 動 を 支 え る 水 道 サ ー ビ ス を 将 来 に わ た っ て 提 供 で き る 
よ う 、 現 状 と 課 題 を 踏 ま え 、 目 指 す べ き 将 来 像 と そ の 実 現 に 
向 け た 施 策 を 示 す 「 新 古 河 市 水 道 ビ ジ ョ ン 」 を 令 和 ４    
（ ２ ０ ２ ２ ） 年 に 策 定 し ま し た 。                          

本 計 画 で は 、 古 河 市 水 道 の 理 想 像 を 『 み ずか ら き り ひ ら く 
未 来 の 古 河 市 』 と し 、 山 積 す る 課 題 の 解 決 に 向 け 、 積 極 的 に 
取 り 組 む こ と と し て い ま す 。 ま た 、 理 想 像 を 実 現 す る た め の 
基 本 方 針 を 「 安 全 」 「 強 靭 」 「 持 続 」 と 定 め 、 こ れ ら ３ つ の 
観点 に よ り 、古 河 市 の 水道 の 目 指 すべ き 方 向に 向 け て 、重 点 的
に取 り 組 む 必要 が あ る 課題 を ま と め、 実 施 すべ き 対 応 策を 設 定
し て い ま す 。

１８

～新古河市水道ビジョン～

基
本
目
標

古 河 市 水 道 事 業
キ ャ ラ ク タ ー

思川みずたろう
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２  課題と取組みの方向性

 河 川の 水 を独 占 的に 利 用で き る水 利 権に つい て 、本 市 の思 川
浄水 場系 統 にお け る利 根 川水 系 思川 か らの 取水 は 、「 暫 定豊 水
水 利 権 」 と な っ て お り 、 水 源 開 発 費 用 の 負 担 が な い 反 面 、  
暫定 的な 水 利権 と して 取 水が 許 可さ れ てい るも の で、 河 川流 量
によ っては 取 水 制 限の 恐 れ があ り 、 水の 供 給 が不 安 定 な 状況 と
なって い ま す。                         

この 課題 の 解決 に 向け た 取組 み とし て 、 思川 開発 事 業（ 南 摩 
ダム 建 設 ） に 参 画 す る こ と で 、 安 定 水 利 権 の 取 得 に よ る 水 道 
供給 の 安 定 性 の 確 保 を 目 指 すこ と と し て い ま す。

（１）安全 ～いつでも安心して飲める水道～

ア 安定水利権の確保
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 茨城 県南 西 を中 心 に地 盤 沈下 等 の地 下 水障 害が 見 られ る よう
にな ったこ と か ら 、茨 城 県 にお い て 「茨 城 県 地下 水 の 採 取の 適
正化 に 関 する 条 例 」 が施 行 さ れ 、古 河 市 は 規制 地 域 に 指定 さ れ
まし た。 こ れに 伴 い、 三 和浄 水 場の 地 下水 取水 は 、将 来 、河 川
表流 水 に 転 換する こ とを 条 件 に  許 可 さ れ てお り 、 古 河市 は 思
川開 発事 業 完了 に 伴う 安 定水 利 権取 得 後に 、水 源 を地 下 水か ら
思 川 表 流 水 に 切 り 替 え る こ と と し て い ま す 。              

こ の 課 題 の 解 決 に 向 け た 取 組 み と し て 、 思 川 浄 水 場 か ら  
三 和 地 区 ま で の 送 配 水 施 設 の 整 備 に よ る 三 和 地 区 水 源 の   
切り 替 え を 目 指 すこ と と し て い ま す。

イ 地下水の保全



２１

 令 和６ （２ ０ ２４ ）年 現在 の 管路 資産 １， ０ １８ ｋｍ の うち 、
布 設 か ら ２ ０ 年 が 経 過 し た 管 路 は ８ ０ ７ ｋ ｍ （ ７ ９ . ３ ％ ） 、 
法 定 耐 用 年 数 で あ る ４ ０ 年 が 経 過 し た 管 路 が ３ ２ １ ｋ ｍ  
（ ３ １ . ５ ％ ） と な っ て お り 、 水 道 管 路 の 老 朽 化 が 進 ん で い る 
状 況 で す 。 水 道 管 の 布 設 は 昭 和 ６ ３ （ １ ９ ８ ８ ） 年 頃 か ら  
集 中 的 に 整 備 さ れ 、 そ れ ら の 管 路 が 令 和 １ ２ （ ２ ０ ３ ０ ） 年 
以降 、 急 激 に老 朽 化 が 進む 見 込 み です。             

この 課題 の 解決 に 向け た 取組 み とし て 、管 路更 新 計画 の 策定
によ る更 新 ペー ス の平 準 化や 国 交付 金 の活 用に よ る財 政 負担 の
軽 減 に よ り 、 老 朽 化 管 路 の 計 画 的 な 更 新 を 進 め る こ と と し て 
いま す。

（２）強靭 ～災害に強く、たくましい水道～
ア 管路の更新



２２

 古 河市 で は、 各 浄水 場 にお い て安 定 した 水道 サ ービ ス 提供 の
た め に 、 機 械 や 器 具 な ど の 設 備 更 新 を 行 っ て き ま し た が 、  
思川 浄水 場 は令 和 ６（ ２ ０２ ４ ）年 現 在で 給水 開 始か ら ５０ 年
を迎 え、 施 設の 老 朽化 に 加え て 耐震 性 が確 保さ れ てい な い状 況
です。 ま た、 浄 水 場 の更 新 に は 多額 の 事 業 費が 見 込 ま れる こ と
から 、 財 源 確保 も 大 き な課 題 で す。                   

こ の 課 題 の 解 決 に 向 け た 取 組 み と し て 、 他 団 体 と の 施 設 の 
共 同 化 や 広 域 連 携 の 検 討 に よ り 、 思 川 浄 水 場 の 更 新 を 着 実 に 
推進 する こ と と し て い ま す。

イ 水道施設の更新
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 古 河 市 の 配 水 ブロ ッ ク は 、 思 川 浄 水 場 を 拠 点と する 「 古 河 ・
総 和 配 水 ブ ロ ッ ク 」 と 、 三 和 浄 水 場 を 拠 点 と す る 「 三 和 配 水 
ブロ ッ ク 」 の ２ つ の 配 水 ブロ ッ ク と な って い ま す。 古 河 ・ 総 和
配 水 ブロ ッ ク は 大 き な １ つ の 配 水 ブロ ッ ク と な って い る た め 、
思川 浄水 場 から 古 河地 区 を経 由 して 総 和地 区へ 至 る配 水 本管 に
事故 等が 発 生し た 場合 、 広範 囲 で断 水 や給 水制 限 に見 舞 われ る
恐 れ が あ り ま す 。                                  

この 課 題 の 解決 に 向 け た取 組 み と して 、 新 た な配 水 ブロッ ク
を整 備 する こ と で 、 配 水管 の バ ッ ク アッ プ 機 能 を確 保 し 、 よ り
安定 し た 給 水 確 保 を 目 指 すこ と と し て い ま す。

ウ 災害に備えた安定給水
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  現 在 の 経 営 状 況 は 毎 年 度 黒 字 を 計 上 し 、 安 定 し て い る 状 況 
で す が 、 間 も な く 安 定 水 利 権 を 取 得 す る こ と に 伴 う 水 源 開 発 
費用 負担 の 発生 や 、管 路 や施 設 の更 新 時期 の到 来 によ り 、給 水
原価 の 上 昇 が見 込 ま れ てい ま す。加 え て 、 水道 事 業 の 根幹 収 入
で あ る 水 道 料 金 は 、 給 水 人 口 の 減 少 に 伴 い 収 入 も 減 少 傾 向 と
なって い ま す。                    

こ の 課 題 の 解 決 に 向 け た 取 組 み と し て 、 将 来 の 経 営 状 況 を 
踏ま えた 適 正な 水 道料 金 の設 定 や他 団 体と の広 域 連携 の 検討 に
より 、 健 全 経 営 の 維 持 を 目 指 すこ と と し て い ます。

（３）持続 ～いつでも、いつまでも供給を続けられる水道～

ア 健全経営の維持
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  人 口 減 少 社 会 や 施 設 の 更 新 時 期 の 到 来 に よ る 経 営 環 境 の 悪 化 が  
予 測 さ れ る 中 、 更 な る 水 道 施 設 の 効 率 的 運 用 、 広 域 化 に 係 る 国   
交 付 金 の 活 用 、 経 営 面 で ス ケ ー ル メ リ ッ ト の 創 出 を 図 る た め 、 市 域

を 越 え た 連 携 に よ る 経 営 基 盤 強 化 の 検 討 が 必 要 な 状 況 で す。 一 方 、
広 域 連 携 を 実 現 する た め に は 、 他 団 体 と の 協 力 に よ る   十 分 な 検 討
と 合 意 形 成 が 課 題 と な り ま す。               

こ う し た 中 、 令 和 ４ （ ２ ０ ２ ２ ） 年 に 茨 城 県 に お い て 「 茨 城 県  
水 道 ビ ジ ョ ン 」 が 策 定 さ れ 、 当 面 の １ ０ 年 間 に お い て 県 内 水 道 事 業
の 経 営 統 合 を 推 進 する 方 針 が 示 さ れ ま し た 。 古 河 市 に お い て も 課 題
解 決 に 向 け た 取 組 み と し て 、 茨 城 県 が 設 置 し た 水 道 事 業 の 広 域 連 携

に 関 する 会 議 体 に 参 加 し 、 積 極 的 に 検 討 を 進 め る こ と と し て い ま す。    

イ 水道事業の広域連携
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３  基本目標と取組む方策 総括

 古 河市 水 道事 業 では 、 暫定 水 利権 の もと で企 業 債発 行 の抑 制
や民 間 事 業 者へ の 外 部 委託 等 に よ る業 務 効 率 化な どの 経営 努 力
に よ り 、 良 好 な 経 営 環 境 を 維 持 し て き ま し た 。 し か し 、 人 口 
減 少 の 加 速 と と も に 、 料 金 収 入 の 増 収 が 見 込 め な い 中 、 思 川 
浄 水 場 の 更 新 を 始 め と し た 大 規 模 な 建 設 投 資 が 控 え る な ど 、 
更 な る 経 営 基 盤 強 化 に 不 断 に 取 組 む 必 要 が あ り ま す 。     

こう し た 状 況 の中 、 新 古 河 市水 道 ビ ジ ョ ン が掲 げる 「 安全 」
「 強 靭 」 「 持 続 」 の 基 本 方 針 に 基 づ く 各 目 標 の 達 成 に 向 け 、 
広 域 連 携 に よ り 他 団 体 と の 垣 根 を 越 え て 経 営 の 効 率 化 を 図 る 
こと が効 果 的で あ るこ と から 、 茨城 県 が進 める 県 内水 道 事業 の
経営 統 合 に 向 け て 、積 極 的 に 検 討 を 推進 する こ と とし て い ま す。  



　 第３章　広域連携の検討結果
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１  茨城県が目指す広域連携

第３章 広域連携の検討結果

 市 町 村 等 の水 道 事 業 では 、 経 営 基盤 を 強 化 する た め に、 数 々
の経 営 努 力 を 行 って い る 一 方 、 市 町 村 等 単 独 で の対 応 に は 自 ず
と限 界 が あ りま す。 この た め 、 抜本 的 な 対 策と し て 、 茨城 県 が
広域 連携 の 主導 と なり 、 県全 体 とし て 水道 事業 の 最適 化 を図 る
こと とし 、 茨城 県 水道 ビ ジョ ン によ り 広域 連携 に 係る 基 本的 な
方針 を策 定 し令 和 ４（ ２ ０２ ２ ）年 に 検討 が開 始 され ま した 。

２８

（１）背景

（２）広域連携にあたっての基本的な方針
● 茨城県の水道事業の30年後の姿を 1 県 1 水道 （サービス・料金等 

 の統一） とします。                               

● 長期的な需要と供給の均衡をとり、重複投資のない合理的なものと
 するため、県内全域をみた広域的視点で、施設の統廃合や再配置を
 検討します。なお、維持管理や水質管理体制、災害時への対応につ
 いても考慮します。                                                                

● 30年後の姿を見据え、段階的に統合を推進します。 （当面10年間 
 で県企業局と市町村等水道事業の経営統合を推進します。） 

（経営統合）
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（３）広域連携施設整備にあたっての基本的な方針

● 今後の人口減少を踏まえ、既存ストックを最大限有効活用するな
 ど水道事業の合理化及びコスト縮減に努め、合理化及びコスト縮
 減に繋がらない施設整備は行いません。

● 統合先の浄水場は、スケールメリットを考慮し、大規模な県の浄
 水場を基本とし、県全体としての全体最適を図ります。（小規模
 な浄水場の配水池化を推進し、県の施設についても最適化を図り
 ます。）    

● 地下水採取規制区域の地下水水源、気候変動により渇水・塩分遡
 上の影響を受けやすい水源及び取水が不安定である小規模な水源
 については、ダム等に参画した水源へ移行し、水道水の安定供給
 を強化します。                                                                      

● 施設整備にあたっては、国の交付金等有利な財源の確保に努めま
 す。（広域連携に係る国の交付金は、令和１６ （２０３４）年度
 までの時限措置であるため、早期の事業着手に努めます。 ）                 

 

  令 和 ４ （ ２ ０ ２ ２ ） 年 に 「 広 域 連 携 研 究 会 」 が 設 置 さ れ 、 
地 域 ご と に 現 状 の 分 析 と 簡 易 な シ ミ ュ レ ー シ ョ ン を 実 施   
し ま し た 。 令 和 ５ （ ２ ０ ２ ３ ） 年 に は 「 検 討 ・ 調 整 会 議 」 が 
設 置 さ れ 、 詳 細 な シ ミ ュ レ ー シ ョ ン の 実 施 、 検 討 項 目 の 整 理 
及 び 調 整 を 実 施 し ま し た 。 検 討 ・ 調 整 会 議 の 結 果 、 茨 城 県  
企 業 局 及 び 広 域 連 携 へ の 参 加 合 意 が 得 ら れ た 団 体 に よ り 法 定 
協議 会が 設 置さ れ 、経 営 統合 に 向け た 最終 調整 が 行わ れ るこ と
にな り ま す。

（４）広域連携に向けた検討・調整のスケジュール

令和４年度 令和５年度～ 合意が得られた場合

会議等 広域連携研究会 検討・調整会議 法定協議会⇒経営統合

取組内容
簡易なシミュレーション
業務の共同発注等の検討

詳細なシミュレーション
検討項目の整理・協議・調整

経営統合に向けた最終調整



２  広域連携検討・調整会議

３０

（１）構成団体、組織

・組  織  図
検討・調整会議（全体会）

県北圏域
地域部会

鹿行圏域
地域部会

旧県南圏域
地域部会

旧県西圏域
地域部会

県中央圏域
地域部会

古河市所属

・構成団体
茨城県（政策企画部  水政課、企業局）
市町村等水道事業体

・旧県西圏域地域部会
古河市 結城市 下妻市 常総市 筑西市 坂東市 桜川市
つくばみらい市 八千代町 五霞町 境町 野木町 
茨城県企業局 

（２）会議経過
区 分 開催日 会議概要

第１回 全体会 令和5年10月23日 ・検討・調整会議の設置 ・当面の調整事項等

第１回地域部会 11月22日 ・施設最適配置案の検討等

第２回地域部会 令和6年2月1日 ・経営統合に係る基本的な枠組みについて

第２回 全体会 3月1日 ・経営統合に係る基本的な枠組みについて

第３回 全体会 3月28日 ・経営統合にあたっての統合先について

企業局意見交換 4月15日 ・経営統合に係る諸課題について

第3回地域部会 4月25日 ・財政シミュレーション案の検討等

関係団体意見交換 5月29日 ・経営統合に係る諸課題について

県による首長説明 8月21日 ・経営統合に係る組織、経営、運営等枠組み説明

第４回 全体会 8月29日 ・検討経過（施設最適化、統合枠組等）について
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（３）検討・調整会議による検討結果

  水 道 事 業 統 合 の 方 法 は 、 茨 城 県 企 業 局 と の 経 営 統 合 を 採 用 
し ま す 。 経 営 統 合 で は 、 茨 城 県 企 業 局 が 事 業 主 体 と な り 、  
各市 町 村 水 道事 業 の 認 可を 取 得 する こ と と なる 一 方 で 、会 計 に
つ い て は 区 分 経 理 さ れ 、 水 道 料 金 体 系 も 現 行 通 り 市 町 村 別 に 
設 定 す る こ と に な り ま す 。 ま た 、 当 面 の 間 、 現 在 の 水 道 担 当 
部署 を「 〇 〇市 水 道事 務 所」 と して 県 企業 局の 出 先機 関 に位 置
付け て 事 業 を運 営 し ま す。

ア 事業形態

検討結果のポイント

・ 他 団 体 と の 広 域 連 携 に よ り 、 浄 水 場 更 新 等 の 投 資 事 業 に 対 し
広 域 化 に 係 る 国 交 付 金 制 度 が 活 用 可 能 で す 。

・ 現 行 どお り 市 町 村 等 ごと に 別 会 計 別 料 金 で の 事 業 運 営 を 継 続 する
こ と か ら 、 仮 に い ず れ か の 市 町 村 等 で 赤 字 が 生 じ た と し て も 、 
他 の 市 町 村 等 の 会 計 か ら 補 填 する こ と は あ り ま せ ん 。

・ 各 市 町 村 等 の 水 道 事 務 所 の 集 約 化 に つ い て は 、 窓 口 利 用 者 の  
利 便 性 維 持 に 配 慮 し つ つ 、 中 長 期 的 に は 最 適 化 を 検 討 し ま す。
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 職 員 に つ いて は 、 当 面の 間 は 経 営統 合 する市 町 村 か ら茨 城 県 
企業 局 へ 派 遣 する こ と で 人 員 を 確 保 し ま す。経 営 統 合 後 は Ｄ Ｘ
推進 等 によ る 業 務の 効 率化 を 図 り、 段 階 的に 削 減し ま す。 ま た 、
経 営 統 合 後 も 市 町 村 が 意 思 決 定 に 関 与 で き る 仕 組 み と し て 、 
市町 村 長 会 議 を 設 立 する こ と で 地 元 意 見 の 集 約を 図 り ま す。

イ 組織と人員体制

検討結果のポイント

・ 職 員 の 派 遣 先 は 、 派 遣 元 市 町 村 等 の 水 道 事 務 所 と な り ま す。

・ 職 員 の 勤 務 条 件 等 は 派 遣 元 市 町 村 等 の 制 度 に 準 じ る こ と と し 、 
給 与 等 負 担 は 経 営 統 合 後 の 水 道 事 業 会 計 に お い て 負 担 し ま す。

・ 各 市 町 村 か ら の 職 員 の 派 遣 は 当 面 の 間 継 続 し ま す。

・ 市 町 村 長 会 議 に つ い て は 、 統 合 元 の 市 町 村 か ら 重 要 事 項 に つ い て
の 意 見 を 聞 く た め の 受 け 皿 と し て 設 置 を 検 討 し ま す。

・ 職 員 数 は 、 業 務 効 率 化 等 に よ り 段 階 的 に 削 減 し ま す。



３３

 下 水 道 料 金 の 徴 収 な ど、 現 在 、 水 道 事 業 が 行 って い る 業 務 に
つい て は 、 業 務 の 委 託 等 に よ り 現 行 どお り の 対応 を 行 い ま す。

ウ 他の事業に係る業務との関係

検討結果のポイント

・ 下 水 道 使 用 料 請 求 に つ い て 、 水 道 料 金 と 一 体 的 に 請 求 さ れ て い る
場 合 に 分 離 す る こ と は 、 住 民 の 利 便 性 を 損 ね る こ と か ら 、    
県 企 業 局 が 各 市 町 村 等 の 下 水 道 使 用 料 請 求 事 務 を 受 託 する 方 向 で
検 討 し ま す 。
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  浄 水 場 等 の 運 転 管 理 に つ い て は 、 重 複 す る コ ス ト の 削 減 や 
スケ ール メ リッ ト 創出 の ため 、 経営 統 合後 に委 託 業者 の 集約 化
を図 り 、効 率 化 を進 め ます。ま た 、工 事 や 入札 制 度に つ い ては 、
経 営 統 合 後 、 各 市 町 村 等 水 道 事 務 所 を 集 約 化 す る ま で の 間 、 
現行 の 市 町 村等 で 実 施 して い る 方 法に よ り 行 いま す。 その 後 、
組 織 の 集 約 化 に 合 わ せ 、 入 札 参 加 資 格 者 名 簿 や 業 者 の 格 付 け 
基準 、 入 札 対象 金 額 等 の制 度 統 一 を図 り ま す。

エ 運転管理体制等の見直しによる効率化

検討結果のポイント
・ 浄 水 場 等 の 運 転 管 理 に つ い て は 、 集 約 し た グル ー プ ごと に 遠 隔 

中 央 監 視 制 御 シ ス テム を 導 入 し 、 一 括 し た オ ペ レ ー シ ョ ン に よ り
浄 水 場 等 を 効 率 的 に 運 営 し ま す。

・ 工 事 ・ 入 札 に つ い て は 、 組 織 の 集 約 化 に 合 わ せ て ル ー ル の 統 一 化
を 図 り ま す が 、 業 者 に つ い て は 、 現 行 通 り 地 元 の 状 況 に 精 通   
し て い る 当 該 市 町 村 の 業 者 を 指 名 し ま す。

①  浄水場等の運転管理

②  工事・入札
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  水 道 事 業 に 係 る 資 産 、 負 債 及 び 資 本 は す べ て 県 企 業 局 が  
引き 継 ぎま す。 た だ し 、 水 道 事 業 の 用に 供 さ な い 資 産 は 、 原 則
引き 継 ぎま せ ん 。ま た 、 今 後 策 定 する 投 資 ・ 財 政 計 画 や そ の 他
関 係 規 程 等 を 踏 ま え 、 一 般 会 計 の 経 費 負 担 は 収 支 維 持 の た め 
継 続 し ま す 。

オ 水道事業に係る資産等の承継

検討結果のポイント

・ 資 産 、 負 債 及 び 資 本 は 、 無 償 で 県 企 業 局 が 継 承 し ま す。
・ 剰 余 金 の 資 金 は 、 統 合 元 の 各 市 町 村 等 水 道 事 業 ごと に 区 分 さ れ る

た め 、 剰 余 金 の 市 町 村 等 間 の 融 通 は あ り ま せ ん 。
・ 地 方 公 営 企 業 法 第 １ ７ 条 の ２ 等 の 規 定 に 基 づ く 経 費 負 担     

（ 一 般 会 計 繰 出 金 ） に つ い て は 、 現 行 どお り 統 合 元 の 各 市 町 村 等
で 対 応 し ま す。
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  将 来 の 給 水 人 口 及 び 水 需 要 予 測 を 基 本 に 、 施 設 規 模 や 更 新 
時 期 等 の 状 況 を 踏 ま え 、 施 設 の 最 適 配 置 を 検 討 し ま し た 。  
施 設 最 適 化 に よ り 施 設 を 共 同 で 整 備 し た り 、 広 域 化 に 係 る  
国交 付 金 を 活用 する こと で、 単 独 経 営に 比 べ て 投資 額 の 大 きな
負 担 軽 減 を 見 込 む こ と が で き ま す 。 た だ し 、 広 域 化 に 係 る  
国 交 付 金 制 度 は 令 和 １ ６ （ ２ ０ ３ ４ ） 年 ま で の 時 限 措 置 と  
なって い ま す。

カ 施設最適化（案） 

①  広域連携による施設最適化の概要
項 目 施設名 内 容

新 設

思川浄水場
老朽化した思川浄水場を更新するため、 
古河市、野木町の共同施設として新設します

総和地区配水場
送水管整備

思川⇒三和地区

三和地区の水源を地下水から思川表流水に
転換するため、総和地区に配水場を新設し、
送水管で思川浄水場から三和地区まで連絡
します

配水ブロック化
災害や事故発生時の配水バックアップ機能
を確保するため、配水ブロック増設のための
連絡管を整備します

配水場化
統廃合

三和浄水場
三和地区の水源を地下水から思川表流水
への転換に伴い、三和浄水場を三和地区
の配水場として運用します

古河浄水場 思川浄水場の更新に伴い廃止します

駒羽根配水場 思川浄水場の更新に伴い廃止します

②  国交付金の概要
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検討結果のポイント

・ 思 川 浄 水 場 を 県 西 地 区 の 基 幹 浄 水 場 に 位 置 付 け 、 古 河 市 ・   
野 木 町 の 共 同 施 設 と し て 更 新 し ま す 。

・ 三 和 地 区 の 水 源 に つ い て 、 地 下 水 か ら 河 川 表 流 水 へ 転 換 する    
必要が あるた め、 総和地 区に 中継と なる 配水場 を新 設し、 思川   
浄水 場か らの 送水 管を 整備 し ます。

・三 和浄 水場 は、 水源 を思 川 に転 換すると とも に、 三和 給水 区域
の 配 水 場 と し て 運 用 し ま す。

・ 現 思 川 浄 水 場 の 補 助 施 設 で あ る 古 河 浄 水 場 は 、 思 川 浄 水 場 の  
更 新 に 伴 い 廃 止 し ま す 。

・駒 羽根 配水 場は 、思 川浄 水 場の 更新 に伴 い廃 止し ます。

・災 害や 事 故等 が 発生 し た際 の 配水 バ ック アッ プ 機能 を 確保 する
ため 、 配水 ブロ ッ ク 化工 事 を行 い ます。

参考  施設最適化整備図

新設思川浄水場

（R18(2036)共用開始）

思川浄水場
（廃止）

古河浄水場
（廃止）

配水ブロック化工事

駒羽根配水場
（廃止）

新設総和配水場

（R18(2036)共用開始）

三和浄水場
（配水場化）
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 財 政 面 に おけ る 広 域 連携 の 効 果 を把 握 するた め 、 他 団体 と の
経営 統合 並 びに 施 設最 適 化（ 案 ）を 前 提と した 財 政シ ミ ュレ ー  
ショ ンを 試 算し 、 単独 経 営と 広 域連 携 につ いて 給 水原 価 の推 移
を 比 較 し ま し た 。

キ 財政シミュレーション（令和６（２０２４）年１２月時点） 

 ①  試算条件

・期間
令和６（２０２４）年～令和２５（２０４３）年（２０年間）

・人口及び有収水量
  近 年 の 実 績 を ベ ー ス に 、 人 口 ・ 有 収 水 量 と も に 同 様 の
ペー ス によ る 減 少を 見 込 んで い ま す。

・広域連携のスケジュール
 令和７（２０２５）年に経営統合に係る基本協定を締結し、
思川浄水場更新等の広域化投資事業に着手することとし令和 
１６（２０３４）年に事業完了を前提に試算しました。

・思川開発事業について
 思川開発事業は令和８（２０２６）年に完了を見込み、ダム
建 設 負 担 金 や 維 持 管 理 負 担 金 等 の 水 源 開 発 費 用 が 令 和 ９   
（ ２ ０ ２ ７ ） 年 か ら 発 生 す る こ と を 前 提 に 試 算 し ま し た 。
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国交付金
（交付割合：1/3)

野木町負担金
（負担率：18.３％）

思川浄水場更新 令和７年～令和１６年 ２３３億円 ５４億円 ４２億円

三和地区への送水 令和１１年～令和１６年 ７０億円 ２１億円 －

配水ブロック化 令和１１年～令和１６年 ９１億円 ２７億円 －

３９４億円 １０２億円 ４２億円

特 定 財 源

計

事業名 事業期間 事業費（税抜）

・広域連携投資事業費（概算）
  広 域 連 携 投 資 事 業 と し て 、 思 川 浄 水 場 更 新 ・ 三 和 地 区 へ
の 送 水 ・ 配 水 ブ ロ ッ ク 化 の ３ 事 業 を 見 込 ん で お り 、    
そ れ ぞ れ の 事 業 に 対 し て 国 交 付 金 を 充 当 し て い ま す 。           

ま た 、 思 川 浄 水 場 更 新 に つ い て は 、 古 河 市 及 び 野 木 町 の
２ 者 共 同 施 設 と し て 試 算 し 、 施 設 共 同 化 に 係 る 野 木 町  
負 担 金 を 充 当 し て い ま す。

事務事業 説 明 削減効果額（単年度）

集中監視による浄水場
の運転管理の効率化

夜間閉庁時の自動無人化を進めた場合
の委託費削減効果額を試算

▲３５，４１６千円

料金徴収等包括委託の集約化
料金徴収等の委託を複数団体で集約し
た場合の委託費削減効果額を試算

▲７７，３５８千円

▲１１２，７１４千円計

・ソフト面での広域連携効果額
 広域連携によるソフト面のコスト削減として、浄水場運転 
管理等委託の集約化やＡＩ等を用いた効率化による効果額を
試算しました。

・その他の試算基本条件
  過 去 の 実 績 を 基 礎 に 、 施 設 統 廃 合 に よ る 物 件 費 の 変 動 や 
投 資 事 業 に 伴 う 職 員 給 与 費 の 増 減 を 試 算 し ま し た 。 ま た 、 
減価 償 却 費 や 企 業債 発 行 額 及 び 償還 額 は 、 投 資 事業 費 を 基 礎
に試 算 し ま し た 。

※各 事 業 に お い て 、 交 付 金 の 見 込 み が 過 大 と な ら な い よ う 、  
事 業 費 の ９ ０ ％ を 交 付 金 対 象 事 業 費 と し て 見 込 ん で い ま す。

※野木町負担金は、 古河市及び野木 町の計画配水量に よる按分と
なっており、現行同 様に事業費の１ ８．３％を見込 んでいます。

※思川浄水場更新事 業では、既存施 設の撤去費等とし て約１３億円   
（交付金対象外経 費）を見込んでいます。
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 ②  試算結果
・給水原価の推移比較（古河市試算）

  財 政 シ ミ ュ レ ー シ ョ ン に 基 づ き 、 単 独 経 営 で 進 め た 場 合
と 広 域 連 携 を 進 め た 場 合 に つ い て 、 給 水 原 価 を 比 較 し ま 
し た 。 そ の 結 果 、 広 域 連 携 で は 思 川 浄 水 場 の 更 新 費 用 に 
国 の 交 付 金 を 活 用 で き る こ と や 、 施 設 最 適 化 に よ る 委 託 費
を 抑 え る こ と で 、 広 域 連 携 の 方 が 単 独 経 営 と 比 較 し て 、 
給 水 原 価 が 低 く な る 見 込 み と な り ま し た 。

検討結果のポイント

・令 和１ ６（ ２０ ３４ ）年 に思 川浄 水 場等 が完 成するこ とに 伴い 、
給水 原価 が大 きく 上昇 しま す。

・ 令 和 ８ （ ２ ０ ２ ６ ） 年 の 思 川 開 発 事 業 完 了 に 伴 う 水 源 開 発 費 用   
に よ り 、 令 和 ９ （ ２ ０ ２ ７ ） 年 か ら 給 水 原 価 が 上 昇 し ま す。

・ 令 和 １ ２ （ ２ ０ ３ ０ ） 年 以 降 、 ソ フ ト 面 の コ ス ト 削 減 効 果 に  
より 、広 域連 携 にお いて 徐々 に原 価上 昇抑 制 効果 が現 れま す。

・思 川浄 水場 更新 等の 投資 事 業に 対する広 域連 携に 係る 国交 付金  
の活用や 、委託 の集 約化等 によ るコス ト削 減によ り、 単独経 営
と比較し 、広域 連携 は原価 上昇 を２６ ．９ ％抑制 でき る結果 に 
なりま した 。

・人口 減少に 伴う 有収水 量の 減少に より 、給水 原価 は上昇 傾向と
なり ます。

（円/㎥）
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１  広域連携への参加

第４章 広域連携に係る古河市の方針

 茨 城県 水道 事 業の 広域 連携 検討 ・ 調整 会議 での 検 討に おい て、
市域 を越 え た連 携 によ る 業務 や 施設 の 効率 化と 大 幅な コ スト 削
減の 効果 が 確認 さ れま し た。 古 河市 水 道事 業で は 、給 水 人口 の
減 少 に 加 え 、 施 設 更 新 時 期 の 到 来 に よ り 大 規 模 な 建 設 投 資 が 
課 題 と な っ て い ま す 。 特 に 、 思 川 浄 水 場 の 更 新 と 三 和 地 区 の 
水源 転換 は、 水道 供給 の持 続 のた めに 避け る こと がで きま せ ん。

こう した 投 資事 業 の実 施 によ る 給水 原 価の 急激 な 上昇 が 見込 
ま れ る 中 、安全で安心な水道サービスをできる限り低い料金 
設定で提供するための取組みとして、古河市は、茨城県の水道
事業の経営統合に参加します。

４２

２  広域連携のスケジュール

  令 和 ６ （ ２ ０ ２ ４ ） 年 度 内 に 茨 城 県 企 業 局 と の 経 営 統 合 に 
係 る 基 本 協 定 を 締 結 し 、 そ の 後 ３ 年 程 度 で 経 営 統 合 を 目 指 し 
ます。協 定 締 結 後は 法 定 協 議会 が 設 置 され 、 経 営 統合 に 向 け た
最 終 調 整 を 進 め 、 合 意 が 得 ら れ た 段 階 で 県 企 業 局 へ 統 合 す る 
こ と に な り ま す 。 経 営 統 合 後 は 、 水 道 事 業 が 茨 城 県 企 業 局 に 
移 管 さ れ 、 茨 城 県 企 業 局 の 末 端 給 水 事 業 と し て 、 古 河 市 水 道 
事業 が 経 営 され る こ と にな り ま す。

～令和６年度 令和７年度～令和９年度 令和１０年度～
検討・調整会議 法定協議会 経営統合

取組内容等

・詳細なシミュ
    レーション等

・経営統合に係る   
    基本協定の締結

・経営統合に向けた最終調整

・必要な計画の策定

・広域化投資事業に着手可

・茨城県企業局に 
    よる各市町村等  
    水道事業の経営

スケジュール
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４  経営統合に係る基本的な枠組み
 茨 城県 水 道事 業 の広 域 連携 検 討・ 調 整会 議に お いて 取 りま と
めら れた 、 経営 統 合に 係 る組 織 、経 営 、運 営等 の 基本 的 枠組 み
を 示 し ま す 。 今 後 、 経 営 統 合 に 向 け た 法 定 協 議 会 に お い て 、 
本枠 組 み を 基準 と し て 最終 調 整 が 進め ら れ ま す。

項 目 内  容

事業形態
・各市町村等の水道事業を県企業局の末端給水事業に位置付け
・会計や料金は、統合前市町村等ごとに区分

組織
・当面の間、現在の市町村水道担当課を県企業局の水道事務所として、
 出先機関に位置付け（今後、将来に向けた組織の集約化を検討）

人員体制
・原則、市町村からは職員派遣、企業団は身分移管も検討
・地元意見集約のための市町村の首長を委員とした会議体を設置 等

運営体制
・浄水場等の運転管理等を順次集約
・末端給水事業に係る工事・入札については、市町村等の従来ルールで
 発注。組織の集約化に合わせて入札・契約制度等の制度を統一

資産 ・水道事業の用に供している資産、負債はすべて県企業局が継承

投資・財政計画
・経営基盤の強化に向け、経営統合前までに投資・財政計画を作成
・作成した投資・財政計画に基づき、将来の事業統合に向けた経営内容
 の改善と経営基盤の強化を着実に進める

下水道事業 ・下水道料金徴収業務は、県企業局が市町村から受託

システム ・経営統合を見据えた財務会計システムの統合を優先的に実施 等

３  経営統合に係る基本協定（案）
 経 営統 合 の実 現 に向 け た基 本 的な 方 向性 につ い て定 め た基 本
協 定 に つ い て 、 茨 城 県 知 事 、 茨 城 県 企 業 局 長 及 び 合 意 す る  
市町 村 等 の 首長 が 締 結 しま す。

項 目 概  要

経営統合の目的 茨城県水道事業の経営健全化及び基盤の強化

経営統合の対象 水道事業（簡易水道除く）及び水道用水供給事業

経営統合の時期 協定締結後3年程度以内

経営統合の方法 事業ごとに区分経理（当面料金統一はしない）

経営統合の主体 茨城県企業局（事業経営・執行を県企業局が行う。）

運営体制 経営統合時は市町村からの派遣等

資産等 水道事業の用に供する資産・負債・資本は企業局が継承

投資・財政計画 市町村等は経営統合までに投資・財政計画を策定・公表

法定協議会 県知事及び市町村長等を構成員として設置
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５  広域連携投資事業
（１）思川浄水場更新

 耐 震性 が 無い う え、 間 もな く 更新 時 期を 迎え る 思川 浄 水場 を
更新 し ま す。更 新 に あ た って は 、 現在 の 水 道 水 の 供 給 を 停 止 せ
ずに 更 新 する 必 要 が あ る こ と か ら 、 思 川 流 域 の 新 た な 場 所 に 浄
水場 及 び 取 水導 水 施 設 を整 備 し ま す。 ま た 、 工事 費 や ラ ンニ ン
グコ ス ト の 削 減 の た め 、 他 事 業 体 と の 共 同 施 設 と し 、 広 域 連 携 
に 係 る 国 の 交 付 金 を 活 用 し ま す 。 更 新 後 は 、 三 和 給 水 区 域 に 
おけ る 水 源 転換 に も 対 応し ま す。

（２）三和地区への送水
 思 川 浄 水 場か ら 三 和 地区 ま で 水 を供 給 するた め 、 総 和地 区 に
配 水 場 を 築 造 し 、 当 該 配 水 場 を 経 由 し て 思 川 浄 水 場 か ら 三 和 
浄水 場 ま で 送水 管 で 連 絡し ま す。 事業 完 了 と とも に 三 和 浄水 場
を 配 水 場 と し て 運 用 し 、 三 和 地 区 の 水 源 を 地 下 水 か ら 思 川  
表流 水 に 転 換し ま す。

国交付金
（交付割合：1/3)

野木町負担金
（負担率：18.３％）

令和７年～令和１６年 ２３３億円 ５４億円 ４２億円

特 定 財 源
事業期間

概算事業費
（税抜）

特 定 財 源
国交付金

（交付割合：1/3)

令和１１年～令和１６年 ７０億円 ２１億円

事業期間
概算事業費
（税抜）

※交 付 金 の 見 込 み が 過 大 と な ら な い よ う 、 事 業 費 の ９ ０ ％ を 交 付 金 対 象  
事 業 費 と し て 見 込 ん で い ま す 。

※野木 町 負 担 金 は 、 古 河 市 及 び 野 木 町 の 計 画 配 水 量 に よ る 按 分 と なって お り 、
現行 同 様 に 事 業 費 の １ ８ ． ３ ％ を 見 込 ん で い ま す。

※交 付 金 の 見 込 み が 過 大 と な ら な い よ う 、 事 業 費 の ９ ０ ％ を 交 付 金 対 象  
事 業 費 と し て 見 込 ん で い ま す 。

※既存施設の撤去費 等として約１３ 億円 （交付金対象外経 費）を見込んで
います。
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（３）配水ブロック化
 三 和地 区 への 送 水に お いて 整 備さ れ る送 配水 施 設を 利 用し 、
現在 の 「 古 河 ・ 総 和 配 水 ブロ ッ ク 」 と 「 三 和 配水 ブロ ッ ク 」 間
を さ ら に 送 水 管 で 連 絡 す る こ と で 、 配 水 管 網 の バ ッ ク ア ッ プ   
機能 を 確 保 しま す。本事 業 は 、 災害 や 事 故 発生 時 の た めの 基 盤
強化 を 目 的 とし て い る 一方 で 、 多 額の 事 業 費 が見 込 ま れ ます。
給水 原 価 の 上昇 に 大 き く影 響 するこ と か ら 、経 営 統 合 後の 災 害
や 事 故 発 生 対 応 の 検 討 と 併 せ て 、 費 用 対 効 果 を 踏 ま え て 事 業   
実施 を 判 断 する こ と と し ま す。

６  その他の調整方針

 業務の効率化や事務所の集約化の検討にあたっては、 
水質管理体制や漏水対応、給水受付などの利用者サービス
の水準が低下することのないよう調整を進めます。

 投資事業については、給水原価への影響を最小限に  
抑えるよう事業費の縮減に努めるとともに、費用対効果 
及び将来の水需要予測を踏まえた、適正な規模の施設投資
を行います。  

 地元意見の集約に係る会議体の構築については、特に   
水道料金や事業統合等の重要事項に関する意思決定に   
おいて、市町村等が十分関与できる実効性のある組織及び
制度の構築を進めます。

                                                

・利用者サービス水準の堅持

・経営統合後の市の関与

・効率的な投資

特 定 財 源
国交付金

（交付割合：1/3)

令和１１年～令和１６年 ９１億円 ２７億円

事業期間
概算事業費
（税抜）

※交 付 金 の 見 込 み が 過 大 と な ら な い よ う 、 事 業 費 の ９ ０ ％ を 交 付 金 対 象  
事 業 費 と し て 見 込 ん で い ま す 。
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